
〈問い合わせ〉総務課 総務係　℡0967（67）1111 〈問い合わせ〉健康推進課 保健係　℡0967（67）2704

役場の当日直業務が民間委託になります
　当日直業務は今まで職員で運用しており、休日の当日直や通常業務後に継続して当直勤務することで長時間労働
になることも多かったことから、村は職員の心身のリフレッシュや家族サービスができる環境を整えるため、警
備会社への業務委託を6月1日（土）の午前8時から開始します。
　つきましては、以下のとおりの運用となりますのでご注意ください。

■土日・祝日・年末年始（12月29日～ 1月3日）の午前8時～午後6時

警備員が正面玄関東側の時間外受付窓口に1人常駐します。ご用の際はインターホンを押してください。

■夜間（平日も含む）午後６時～翌日午前8時

機械警備となり、無人となります

※午後5時15分以降は、代表電
話（℡0967（67）1111）の み
警備会社に転送されます。内容
の聞き取りをし、必要に応じて
当日または翌日以降に役場担当
者から折り返します。

【火事などの通報】

火事の通報→緊急電話（119）にご連絡ください。
火事の問い合わせ→“どこで火事が起こっているのか？”の問い合わせは、阿蘇広域行政事務組合消防本部お
問い合わせサービス（℡0967（34）0099）にご連絡ください。
台風・地震の問い合わせ→避難所の開設状況や被害報告などは役場（℡0967（67）1111）にご連絡ください。

【戸籍届出】

〇死亡届
※死亡届を記入する際は、届出人欄に住所・氏名・生年月日・電話番号を記入してください。また、届出
人の印鑑持参をお願いします。

〇婚姻届・離婚届
　※本人確認が必要ですので免許証など本人確認できるものを持参ください。
※婚姻届をお２人の記念日（例：元日、7月7日）夜間に提出を検討されている人は、事前に住民福祉課戸
籍係（℡0967（67）2702）にご相談ください。

【施設の鍵の借用】

体育館や保健センターなどのご利用は事前申請の上、施設備え付けのキーボックスをご利用ください。
キーボックスとは暗証番号の入力により開閉できる施設の鍵を格納した機器のことです。利用申請後に暗証番号
を担当者が伝えます。詳しくは施設担当者にお尋ねください。

戸籍届（死亡届・婚姻届・離婚届）は当直室に常駐している警備員が受け付けます。

役場正面

国民健康保険からのお知らせ
〈問い合わせ〉健康推進課  医療保険係 ℡0967（67）2704

ジェネリック医薬品を活用しましょう
　新薬（先発医薬品）を開発した会社の特許が切れた後、別の会社が同じ有効成分を使って、製造・販売する薬をジェ
ネリック医薬品（後発医薬品）といいます。
　慢性的な病気によって薬を長期間服用する場合などは、ジェネリック医薬品を使用することにより、薬代を大幅
に削減することができます。
　さらに、自己負担分を除いた薬代は、保険料と税金で運営されている国民健康保険から支払われるため、薬代を
削減することで国民健康保険からの支払い額が抑えられ、保険料や税金の負担減にもなります。

　ジェネリック医薬品は、新薬と違い開発コストがかからない分、
価格が安く設定されています。新薬と比較して3～5割ほど安くな
る場合が多く、家計への負担を軽減できます。

家計への負担を軽減します！
　ジェネリック医薬品は、先発医薬品と
安全性や効き目が同等であることを証明
されたものだけが、国による厳しい検査
をクリアして承認さ
れます。また、「品質
再評価」による品質
の確認も進んでお
り、安心して利用す
ることができます。

安全・安心な薬です！

　ジェネリック医薬品を使用したい場合、必ず医師に相談し、使
用方法などについては薬剤師に相談してみましょう。ただし、治
療内容によってはジェネリック医薬品が適さない場合もあります。
　健康推進課の窓口では、ジェネリック医薬品希望カードやシー
ルを添付したパンフレットを配布しています。

ジェネリック医薬品を利用するには？

開催日 内容

1回目

2回目

3回目

6月26日（水）

7月17日（水）

8月7日（水）

午前9時30分
〜

午後1時

•自分の身体を知る、健康チェック
•生活習慣病予防のための食事。調理実習および実食

•糖尿病予防について
•インスリンを守るための食事。調理実習および実食

•自分にあった血圧を知る
•高血圧を予防するための食事。調理実習および実食

健康栄養教室の詳細

健康栄養教室のご案内
　肥満や糖尿病、高血圧などの生活習慣病は、自覚症状がなく、長年かけて動脈硬化が進行し、全身の血管を硬化
石灰化させ、脳血管疾患や虚血性心疾患、慢性腎不全などを引き起こします。生活習慣病は名のとおり生活習慣に
よって左右されるため、生活習慣を見直し、改善することで生活習慣病の発症予防、重症化予防することができます。
　このことから、村では身体や病気のメカニズム、栄養についての理解を深め、日々の生活を見直し、健康な身体
づくりを支援するため、以下のとおり健康栄養教室を開催します。　※毎月出席されることをお勧めします。

■対 象 者

■場　　所
■参 加 費

■定　　員
■持 参 物
■申込方法

本村に住民登録がある18歳以上で健
康づくりに取り組む意識がある人
保健センター
実習料費の一部として、受講1回に
つき500円程度

20人
筆記用具、エプロン、三角巾、マスク
6月18日（火）までに℡0967（67）2704に
てお申し込みください。
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